
仕様書 

 

１．本調達について 

（１）目的 

　令和８年度に南国市が導入する事務用パソコンの調達を実施する。 

 

（２）契約の種類　　 

売買契約 

 

２．本調達の要件 

 

２．１．機器等の調達に関する要件 

 

２．１．１． 機器等の仕様 

 

（１） 種類 

ノート型パソコン 

デスクトップ型パソコン 

 

（２） 数量 

ノート型パソコン１４６台 

デスクトップ型パソコン２０台 

 

（３） 仕様 

提案する機器は、ＮＥＣ、富士通、デル、ヒューレットパッカード、レノボ製のビジネス用パソ

コンとし、以下の仕様を満たすこと。 

　　 

仕様１　ノート型パソコン　１４６台　※仕様書内はすべて同一機種とする 

 

 

 

 

 形状 ノート型

 ＣＰＵ Intel Core i5-1335U プロセッサー　相当以上

 
メモリ

8GB、社外品可 
※社外品の場合、相性保証を付けること

 
画面

TFT 液晶 15.6 インチ以上とし、解像度は 1600×900 ドット（HD+）以上とす

る。ただし、解像度の変更により 1366×768（HD）または 1440×900（WXGA+）

も表示可能な事。

 
ＳＳＤ 256GB 以上

 光学ドライブ 不要もしくは内蔵 DVD ドライブ（書き込み機能なし）全台

 通信 ＬＡＮ 通信

 キーボード JIS 配列準拠　テンキー付

 マウス 標準

 ポインティングデバイス ※内蔵のこと

 インターフェース USB2.0 または USB3.0 準拠×3以上（USB Type-A）

 電源 AC アダプタ及び内蔵バッテリ（バッテリ稼働時間：1.5 時間以上）

 その他 盗難防止用ロック対応

 
プレインストールＯＳ Windows 11 Pro 64bit



仕様２　デスクトップ型パソコン　２０台　※仕様書内はすべて同一機種とする 

 

 

（４） 共通仕様 

 

 

 

２．１．２．機器の導入スケジュール 

業者選定後の機器の導入に関するスケジュールは以下のとおりとする。 

・ 各機器について、令和８年１２月３１日（木）までに、開梱した状態で、南国市本庁舎等指定箇

所への搬入を行うこと。指定箇所は契約決定後に別途指示する。 

・ 開梱作業や部品調節等の場所が必要な場合は、半日（8:30～12:00 または 13:00～17:15 のいず

れか）のみ南国市役所内に会議室等を確保するので、令和８年１１月２６日（水）までに当市と

協議の上、日程を決定すること。各会議室等の空き状況により時間、場所が制限されるため、な

るべく早く協議すること。 

・ 梱包資材等については，回収・廃棄を行うこと。 

・ 市役所内各課への設置、設定は当市で行うため、見積に入れないこと。 

・ 情勢等やむを得ない事情により期日内に納入が困難な場合は、期日の延長について別途協議する

ものとする。 

 

 

 

 
形状

デスクトップ型 
本体容積　100mm（W）×390mm（D）×345mm（H）以下であること

 
ＣＰＵ Intel Core i5-14500 プロセッサー　相当以上

 
メモリ

8GB、社外品可 
※社外品の場合、相性保証を付けること

 ＳＳＤ 256GB 以上

 光学ドライブ 内蔵 DVD-ROM（書き込み機能なし）

 通信 ＬＡＮ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応

 キーボード JIS 配列準拠　日本語キーボード（テンキー付）、社外品可

 マウス 標準

 インターフェース USB2.0 または USB3.0 準拠×3以上（USB Type-A）

 その他 盗難防止用ロック対応

 
プレインストールＯＳ Windows 11 Pro 64bit

 
液晶ディスプレイ

FullHD（1920×1080）以上、23 インチ以上、表面処理：ノングレア、デジ

タル I/F でデスクトップ本体と接続できること 社外品不可

 
ソフトウェア

ライセンス数　　：160 
Symantec Ghost Solution Suite 基本ライセンス＋ベーシックメンテナンス（1 年以

上）

 

Windows OS
ライセンス数 ：1 
Windows 11 Enterprise with SA Open Value

 

リカバリソフトウェア 各仕様毎のリカバリソフトウェアのメディアを 1セット以上添付すること



２．２．保守サービスに関する要件 

機器の売買契約に含まれる保守サービスの要件は以下のとおりとする。 

・ ３年間のパーツ保証以上の保証内容とすること。 

・ 納入品に関する障害対応等の窓口を設置し、修理、調査等現地（南国市本庁舎内、出先機関も含

めて市内全域）での作業（１次対応）が必要な場合は、連絡後 1営業日以内にその対応をするこ

と。 

・ 窓口の対応時間は、原則として 1月 4日から 12月 28 日まで（土日祝日を除く）、午前 8時 30

分から午後 5時 15 分までとするが、その他の時間帯についても、メール、ＦＡＸの受付等、緊

急時に連絡が取れるよう、連絡体制の整備を行うこと。 

 

２．３．その他の要件 

　本調達に係るその他の要件は以下のとおりとする。 

･ 機器及びソフトウェア等は、特に指定がない限り見積書提出時における最新機種及び最新バー

ジョンとする。なお、納入時において後継機種等が発売された場合は、事前に協議を行うもの

とする。 

･ 売買契約を締結後、同一機種の追加購入を行う場合は、金額等について本売買契約を踏まえて

協議を行うものとする。 

 


